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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
消
費
者
金
融
が
利
用
者
に
加
入
さ
せ
る
生
命
保
険
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

金
融
庁
が
平
成
十
八
年
十
月
六
日
に
公
表
し
た
「
消
費
者
信
用
団
体
生
命
保
険
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
調
査

結
果
」
と
い
う
。
）
及
び
同
年
十
一
月
二
十
八
日
に
公
表
し
た
「
消
費
者
信
用
団
体
生
命
保
険
の
再
調
査
結
果
に
つ
い
て
」

（
以
下
「
再
調
査
結
果
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
「
自
殺
」
の
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
自
殺
に
よ
る
死
亡
を
保
険
事
故
と

し
て
請
求
さ
れ
た
保
険
金
の
受
取
の
件
数
（
以
下
「
自
殺
件
数
」
と
い
う
。
）
は
、
調
査
対
象
の
貸
金
業
者
が
回
答
し
た
も

の
を
単
純
に
合
計
し
た
も
の
で
あ
り
、
被
保
険
者
を
名
寄
せ
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
再
調
査
結
果
に
お
い
て
「
死
因
等

不
詳
」
の
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
金
の
受
取
の
件
数
に
も
被
保
険
者
が
自
殺
し
た
場
合
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
等
か
ら
、
お
尋
ね
の
「
直
近
一
年
間
で
消
費
者
団
信
の
被
保
険
者
で
自
殺
を
し
た
人
数
（
実
数
）
」
等
に
つ
い
て
お
答
え

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
再
三
の
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
検
討
は
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
の
答
弁
を
踏
ま
え
、
金

融
庁
と
し
て
自
殺
に
よ
る
死
亡
を
保
険
事
故
と
し
て
請
求
さ
れ
た
保
険
金
の
受
取
に
つ
き
被
保
険
者
の
名
寄
せ
を
行
う
こ
と

に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
た
が
、
個
人
情
報
の
保
護
の
必
要
性
が
よ
り
高
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
名
寄
せ
を
実
施

一



す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

全
国
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー
連
合
会
が
公
表
し
て
い
る
「
無
担
保
無
保
証
の
消
費
者
ロ
ー
ン
に
関
す
る
デ
ー
タ
」
に
お
け
る

「
一
人
当
た
り
平
均
借
入
件
数
（
完
済
を
含
ま
ず
）
」
は
二
・
五
四
件
で
あ
る
。
金
融
庁
と
し
て
は
、
消
費
者
信
用
団
体
生

命
保
険
の
被
保
険
者
が
、
こ
れ
と
同
様
に
複
数
の
業
者
か
ら
借
入
れ
を
行
っ
て
い
る
と
仮
定
し
て
、
調
査
結
果
及
び
再
調
査

結
果
に
お
け
る
十
七
業
者
の
自
殺
件
数
の
単
純
合
計
で
あ
る
四
千
九
百
八
を
こ
の
二
・
五
四
で
除
す
こ
と
に
よ
り
、
自
殺
に

よ
る
死
亡
を
保
険
事
故
と
し
て
請
求
さ
れ
た
保
険
金
の
受
取
に
か
か
る
被
保
険
者
数
の
近
似
値
を
推
計
す
れ
ば
、
約
二
千
人

と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
一
般
に
比
べ
る
と
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
比
率
は
、
再
調
査
結
果
に
お
け

る
十
七
業
者
の
平
均
値
よ
り
も
高
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

一
般
に
、
貸
金
業
者
の
監
督
に
つ
い
て
は
、
苦
情
、
相
談
等
の
受
付
、
報
告
の
徴
収
等
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
様
々
な
情
報

を
分
析
し
、
必
要
に
応
じ
て
立
入
検
査
を
実
施
す
る
な
ど
厳
正
か
つ
適
切
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
調
査
結
果
及
び

二



再
調
査
結
果
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
御
指
摘
の
会
社
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
そ
の
会
社
に
対
す
る
監
督
に
適
切
に
活
用
さ
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

金
融
庁
と
し
て
は
、
調
査
結
果
及
び
再
調
査
結
果
に
か
か
る
調
査
対
象
の
貸
金
業
者
か
ら
の
回
答
は
、
個
別
の
業
者
名
を

公
に
す
る
と
の
前
提
で
提
供
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
業
者
名
を
公
に
す
れ
ば
、
当
該
業
者
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位

そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

四
に
つ
い
て

消
費
者
信
用
団
体
生
命
保
険
を
含
め
、
他
人
の
死
亡
に
よ
っ
て
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
商
法（
明

治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
六
百
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
被
保
険
者
の
同
意
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
要
件

と
な
っ
て
お
り
、
一
般
に
、
貸
金
業
者
が
、
消
費
者
信
用
団
体
生
命
保
険
に
関
す
る
被
保
険
者
た
る
債
務
者
と
金
銭
消
費
貸

借
契
約
を
締
結
す
る
に
当
た
り
、
書
面
等
に
よ
り
被
保
険
者
の
同
意
を
得
る
実
務
慣
行
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い

る
。保

険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
条
の
二
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
五

三



十
三
条
の
七
の
規
定
は
、
貸
金
業
者
で
は
な
く
、
保
険
会
社
の
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
保

険
会
社
に
よ
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
遵
守
に
関
し
て
お
答
え
す
る
と
、
金
融
庁
と
し
て
は
、
消
費
者
信
用
団
体
生
命
保
険
の
重

要
事
項
の
説
明
に
関
し
、
保
険
会
社
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
明
ら
か
に
反
す
る
不
適
切
な
業
務
運
営
を
行
っ
て
い
る
事
例
に
つ

い
て
、
現
時
点
で
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

一
般
に
、
消
費
者
信
用
団
体
生
命
保
険
を
利
用
し
な
い
貸
金
業
者
は
顧
客
の
死
因
を
把
握
す
べ
き
立
場
に
な
い
た
め
、
金

融
庁
と
し
て
顧
客
の
自
殺
の
件
数
等
の
調
査
を
行
い
、
調
査
結
果
及
び
再
調
査
結
果
の
調
査
対
象
で
あ
る
十
七
業
者
の
顧
客

の
自
殺
件
数
等
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
消
費
者
信
用
団
体
生
命
保
険
の
被
保
険
者
の
自
殺
の
理
由
は

様
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四


